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決定表の閲覧について 

 

紀陽銀行に被害回復分配金の支払を申請いただいた方につきましては、決定

表を閲覧いただくことができます。決定表の閲覧を希望される方は、下記を参

照願います。 

 

記 

 

      １．閲覧日時 

          銀行営業日の午前９時から午後５時まで 

      ２．閲覧場所 

          紀陽銀行本店（和歌山市本町１丁目３５番地） 

      ３．閲覧方法 

          閲覧の際、当行従業員が立ち会わせていただきます。 

      ４．その他 

      (1) 決定表を閲覧いただくためには、「決定表閲覧請求書」を当

行に提出いただく必要がございます。 

      (2) 決定表を閲覧いただく際、運転免許証等の本人確認書類をご

提示いただきます。 

      (3) 決定表を破棄・汚損する行為のほか、コピーする行為や写真

撮影する行為その他これらに類する行為はご遠慮願います。 

 

 

【決定表の閲覧に関するお問い合わせ先】 

 

  フリーダイヤル：０１２０－３６９－４４１ 

 

  受  付  時  間：月曜日～金曜日（銀行休業日を除く） 

                  ９：００～１７：００ 

 

 

下記の預金保険機構のホームページでも決定表の閲覧に関する情報をご覧

いただけます。 

https://furikomesagi.dic.go.jp/pat02doc.html 

https://furikomesagi.dic.go.jp/pat02doc.html

